
第 三 次 国 有 林 野 施 業 実 施 計 画 書

（第一次変更計画）

（久慈・閉伊川森林計画区）

自 平成１９年４月 １日
計 画 期 間

至 平成２４年３月３１日

（第一次変更 平成２２年３月）

東北森林管理局



【変更理由】

次の理由から国有林野管理経営規程（平成１１年農林水産省訓令第２号）第１４条第２項に

基づき変更するものである。

１ 森林吸収源対策を積極的に推進するために間伐による伐採総量を変更する。

【変更項目及び頁】

２ 施業群及び生産群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積又は標準伐採量、

伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量‥････ １

（６）伐採総量････････････････････････････････････････････････････････････････ １



(６)伐採総量

林　　　　　　     地

主　伐 間　伐 小　計 臨時伐採量 計

-      47,789 47,789
(968.18)

スギ・カラマツ等 -      53,800 53,800

スギ・カラマツ長伐期 -      93,186 93,186

植栽型複層林 -      -        -       

ア カ マ ツ -      26,845 26,845

アカマツ長伐期 -      18,659 18,659

ヒバ等択伐 -      -        -       

広葉樹択伐林誘導 -      -        -       

広葉樹択伐 -      -        -       

天然更新型複層林誘導 -      118,678 118,678

分 収 林 -      -        -       

そ の 他 -      -        -       

施業群設定外 -      -        -       

-      311,168 311,168
(5,895.30)

-      358,957 358,957
(6,863.48)

-      678      678     

(18.46)

-      380      380     
(8.27)

-      1,058    1,058   91,708 451,723 -   451,723
(26.73)

-      20,469 20,469

-      -        -       

-      -        -       

-      5,185 5,185

-      -        -       

-      -        -       

-      -        -       

-      -        -       

11,604 -        11,604  

-      1,534    1,534   

118,486 1,317 119,803

-      -        -       

-      -        -       

130,090 28,505 158,595 41,202 199,797 -   199,797
(597.54)

130,090 388,520 518,610 132,910 651,520 -   651,520
(7,487.75)

26,018 77,704 103,722 64,505 168,227 -   168,227
(1,497.55)

　２：「年平均（残期間）」は、従前の年平均に今回の計画変更による伐採量の増減量を本計画の残期間で除
　　　したものを加えて算出した数量を計上した。

（単位 : ｍ3､ha）
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注１：（　）は､間伐面積である。
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